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○日時 令和２年３月27日  午前11時00分開会 

○場所 委員会室 

○議件 

１．所管事務調査について 

  （１）第２期網走市まち・ひと・しごと創生総

合戦略について 

     (２)新型コロナウイルスの感染拡大に係る対応

について 

  （３）学校給食のあり方について 

───────────────────── 

○出席委員（７名） 

 委 員 長    永 本 浩 子 

 副 委 員 長    近 藤 憲 治 

 委 員    金 兵 智 則 

            工 藤 英 治 

            平 賀 貴 幸 

            古 田 純 也 

            村 椿 敏 章 

─────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

─────────────────────── 

○委員外議員（１名） 

 議 長    井 戸 達 也 

─────────────────────── 

○傍聴議員（５名）    

        小 田 部 照 

        川 原 田 英 世        

        澤 谷 淳 子 

        松 浦 敏 司 

        山 田 庫 司 郎 

 

 

○説明者 

 副 市 長    川 田 昌 弘 

 企画総務部長    岩 永 雅 浩 

 企画調整課長    北 村 幸 彦 

  

○事務局職員 

事 務 局 長    大 島 昌 之 

次     長    細 川 英 司 

総務議事係主査    寺 尾 昌 樹 

 

 午前11時00分開会 

○永本浩子委員長 それでは、ただいまから文教民

生委員会を開会いたします。 

 本日の委員会ですが、所管事務調査であります。 

 進行ですが初めに、第２期網走市まち・ひと・し

ごと創生総合戦略については、理事者が入りまして

説明を受けます。 

 その後、理事者が退席し、新型コロナウイルスの

感染拡大に係る対応についてと学校給食の在り方に

関しましては、委員皆様で御協議していただくとい

う流れであります。 

 初めに、第２期網走市まち・ひと・しごと創生総

合戦略についての調査ですが、所管部署より説明を

お願いいたします。 

○北村幸彦企画調整課長 第２期網走市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略につきましては、２月に委

員の皆様に戦略案を送付させていただいたところで

ございます。 

 ３月６日まででパブリックコメントを実施いたし

ましたが、意見等はなかったため内容等の変更はな

く、句読点や体裁を整えた最終決定のものを本日配

付させていただいております。 

 なお、先日お示しました戦略案の中で、一部記載

漏れがございましたので、おわびし御説明させてい

ただきたいと思います。 

 お配りしております、第２期総合戦略の26ページ

を御覧願います。 

 基本目標５の具体的な施策１－１、安全・安心な

ライフラインの構築の３段目でございますが、こち

らに持続可能な公共交通ネットワークの形成という

項目が抜けておりますので追記しております。あわ

せて、ＫＰＩにつきましても記載漏れとなっており

まして、28ページの同じく１－１、安全・安心なラ

イフラインの構築の１番下の欄に記載してございま

す。 

 26ページ戻りまして、次の１－２の健康寿命の延

伸の３段目に、開業医誘致に向けた取組の項目が抜

け落ちておりました。 

 以上、２項目が選択する未来会議におきまして協

議いただいた後、戦略案を作成する段階で転記漏れ
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となったところでございます。おわび申し上げまし

て、説明は以上でございます。 

○永本浩子委員長 それでは、質疑を行いたいと思

います。 

 質疑ございませんか。 

○平賀貴幸委員 14ページのＫＰＩの合計特殊出生

率です。 

 基準値1.5で、目標値1.65になっているのですけ

れども、この目標値を定めた1.65にした根拠という

か理由、これはどんな感じになるのでしょうか。 

○北村幸彦企画調整課長 目標値の1.65につきまし

ては、網走人口ビジョンで特殊出生率の推計値を目

標値としております。 

○平賀貴幸委員 そうすると令和６年の推計が1.65

だったから、そのままこれはスライドさせたという

ことだということですか。 

○北村幸彦企画調整課長 そのとおりでございま

す。 

○平賀貴幸委員 それでは改めて伺いますけれど

も、この1.65にすることで人口減少というのはどの

程度、歯止めの効果があるというふうに考えている

ということなのでしょうか。 

○永本浩子委員長 暫時休憩いたします。 

午前11時05分休憩 

午前11時08分再開 

○永本浩子委員長 それでは再開いたします。 

 平賀委員の質疑に対する答弁から。 

○岩永雅浩企画総務部長 合計特殊出生率の考え方

ですけれども、人口の自然動態を求めるときに網走

の人口構造が、15歳から24歳のところに厚みを持っ

ているというほかは、おおむね国の年齢別人口構造

と類似していたということがありましたので、人口

の自然動態の将来展望については、国の合計特殊出

生率の目標水準に準拠した形で求めました。 

 それが1.65という形になり、それを維持すると、

人口ビジョンの目標は３万2,900人を目標とすると

いう数を求めたということでございます。 

○平賀貴幸委員 とりあえず、数値の設定の考え方

はわかりました。 

 後はその国勢調査の状況が出てきたときに、場合

によっては、ここを変更しなきゃいけないとか、そ

ういうことも出てくるのかなと思うのですが、その

辺についてはどう考えているのでしょうか。 

○岩永雅浩企画総務部長 平成27年にお示しをした

人口ビジョンについては、平成22年の国勢調査に基

づいた数字でございます。 

 人口ビジョンで示しているとおり、この総合戦略

で示したものを地道にやっていくことによって、

2040年には３万2,900人ということですから、一番

最初に国勢調査の結果を見られるのは、平成27年か

ら５年たった今年の国勢調査の結果がどうなったか

ということを見なければいけませんので、その確定

値が出た段階で、初めて評価ができるのではないか

というふうに考えています。 

○平賀貴幸委員 評価を見ながら、状況によっては

変えていく必要があればやるということなのだと思

いましたので、そこはわかりました。 

 あとは、16ページの結婚出産意識改革のところ

で、まちコンのイベント向けのカップル成立する、

これたしか開催回数をこれに置き換えたと思うので

すけれども、考え方としては出会いがあって、結婚

する人が多くなれば子供は産まれやすくなるという

ことがあるから、こういうふうにしたということで

理解してよかったですか。 

○北村幸彦企画調整課長 第１期目のＫＰＩではア

ウトカム、結果、開催回数ということで、目標設定

しましたけれども、今回につきましてもアウトプッ

ト効果ということで、カップルの成立、これがカッ

プル成立してから結婚までいっていただければいい

かなということで、今回はこのようなＫＰＩに設定

いたしました。 

○平賀貴幸委員 結婚に至る方が増えていって、出

生が増えていくというのが基本的には望ましいと思

うのですよね。 

 実際結婚した方々の出生が、そんなに大きく下が

っている訳じゃないというデータもあったりするよ

うなので、できるだけこういった形でやっていくと

望ましいなと思うのですけれども、ただ、いろいろ

状況変わっているので、法律的な結婚ではなくても

カップルになって、子供ができたほうがいいという

考え方も一部別途あるので、それはそれで今回は入

っていないですけれども、ちょっと考え方として持

っていく必要があるのかなと思いました。 

 それと飛びますけれども、24ページです。 

 今回もＫＰＩが、健康寿命の延伸になっているの

ですけれども、健康寿命を延伸することをＫＰＩに

設定することの意味というのは、どういうふうに捉

えているのかなというのが、ちょっとここの中を見

てもはっきりわからない点もあるのですけれども、

どのように捉えたらいいですか。 
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○北村幸彦企画調整課長 こちらにつきましては、

基本目標５の項目でございます。誰もが活躍して安

心して暮らすことができるという項目がございます

ので、健康寿命が延伸されるということであれば、

皆さん元気で安心して暮らすことができるという考

えのもとで設定したところでございます。 

○平賀貴幸委員 わかりました。そういう考え方で

いくということであれば理解できるので。 

 延伸した後に何をするのかというのがとても大事

なのですけれども、28ページを見ていくとボランテ

ィアマイレージポイントですね、こういうのがあっ

たり、介護支援ボランティアがあったりするので、

その辺のつながりをしっかり持っていくっていうの

ですかね、健康でただ元気であればそれでいいとい

うのではなくて、健康で何をするということが大事

なので、その辺の結びつきを意識してやっていって

いただければなと思うのですけれども、そういう考

え方を持っているということでよろしいですか。 

○北村幸彦企画調整課長 委員おっしゃるとおり、

そのような考えもございますし、高齢者の就業、雇

用できる環境づくりとかも含めまして、総体で考え

ていきたいと思っております。 

○平賀貴幸委員 わかりました。一方で、その健康

寿命が延びれば延びるほど、実際はいろいろと抑制

できなくて多分増えていくことになると思うのです

よね。 

 健康寿命が伸びれば、医療費は抑制されるという

相関係はないので、そこはこの中にも入っていない

ので理解されていると思うのですけれども、その辺

だけ後は注意をしつつですね、仕事をするにしろ、

いろいろな社会活動するにしろ、結びついていくと

いうことが大事なので、うまく配慮してやっていた

だければというふうに思います。 

 とりあえず、一旦終わります。 

○永本浩子委員長 それでは、ほかに質疑ございま

すか。 

○村椿敏章委員 先日の説明のときに、この第２期

の計画をつくるに当たって、第１期のＫＰＩの数値

については７割、８割方成果が出ているのだという

ことだったのですけれども、その辺のその１期につ

いてのＫＰＩの数字というのは出せる部分というの

は、今はないのですかね。 

○北村幸彦企画調整課長 進捗状況につきましては

整理しておりますので、今日はちょっと持ってきて

いないのですが、資料の提供は可能でございます。 

○村椿敏章委員 結局、この２期をつくるに当たっ

ては、そこの数値をもとにして２期を立てたと思う

のですよね。その辺が、私たちにも示していただい

たほうがいいのかなと思ったものですから、話をさ

せてもらいました。そうしたら、後ほどまた出てく

るというふうに考えていてよろしいですかね。 

○永本浩子委員長 それでは、今の村椿委員から出

ました、第１期の総合戦略の数値的なまとめの資料

を資料請求するということで皆様いかがでしょう

か、よろしいですか。 

○平賀貴幸委員 行政の方で対応可能であれば、担

当課のほうで対応可能であればあれですけれども、

決算までとか一定の時期がまだまとめが必要だった

ら難しかったりするので、その辺実際可能なのです

か。 

○北村幸彦企画調整課長 平成30年度までの結果に

つきましてはまとめてございます。その辺は、選択

する未来会議の方でも報告しております。 

 ただし今年度の分につきましては、ちょっと結果

が判明する時期がですね、ずれる関係もございまし

て、今年の秋口にならないと全体はそろわないかな

と思っております。 

○平賀貴幸委員 必要だということであれば、そろ

う分まででいい、平成30年度まででいいのであれ

ば、用意してもらうことでいいのだと思いますけれ

ども。 

○永本浩子委員長 今の時点のものをいただくか、

それとも平成31年度分までのものがまとまったのを

秋口にいただくか、どちらかということではいかが

ですか、皆さん。 

○村椿敏章委員 先ほど言ったのは、２期を立てる

にあたってというところですから、30年度末の数値

でいいと思います。それをもとにして、これをつく

ったというふうに考えたのかなというところを確認

したかったものですから。 

○北村幸彦企画調整課長 第２期の戦略を策定にあ

たりましては、第２期が５年間ということで、４年

までの結果が出ているということで、５分の４とい

うことで80％が一つの目安と、これも国とか北海道

も同じ考えで、進捗状況80％を達成していれば、５

年のうち４年である程度いけるでしょうということ

で、今回は検証したところでございます。 

○永本浩子委員長 暫時休憩いたします。 

午前11時18分休憩 

午前11時20分再開 
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○永本浩子委員長 それでは再開いたします。 

 先ほどの村椿委員からの御意見で、平成30年度ま

での第１期の数値というものを資料請求だけという

ことで、改めてそれに対する委員会開くというわけ

ではなく、資料請求をするということだけでいいと

いうことでよろしかったでしょうか。 

      〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、それでお願いいたします。 

 それでは、ほかに質疑ございますか。 

○金兵智則委員 若干細かいことをお伺いしたいな

と思うのですけど、16ページの産科・小児科医療機

関数、この小児科の施設が３施設に減った理由は何

ですか。前は６施設だったと思うのですが、基準値

がもう３施設に変わってしまっているのですが、こ

れはなぜなのですか。 

 たしか産科２施設、小児科６施設ということで１

期目は言っていたはずなのですけれども、２と６じ

ゃないですか 

○北村幸彦企画調整課長 第１期目の産科・小児科

機関数なのですけれども、基準値では、産科２施

設、小児科４施設ということになってございます。 

○永本浩子委員長 暫時休憩いたします。 

午前11時22分休憩 

午前11時23分再開 

○永本浩子委員長 再開いたします。 

金兵委員の質疑に対する答弁から。 

○北村幸彦企画調整課長 はい、小児科の数なので

すけれども、１期目で４施設でありますけれども、

今回基準値３施設、１施設減っているのは青沼医院

が一つ閉院したということでございます。 

○金兵智則委員 はい、わかりました。 

 じゃあそれを堅持していくということだったので

すけれども、新規開業のところで28ページでしょう

か。 

 二つ新たに目指すというところでは、別にここに

は小児科さんというところではなく、内科さんとい

う考えだから、３施設堅持ということでいいという

ことなのですよね。 

○北村幸彦企画調整課長 開業医の誘致につきまし

ては、内科を標榜する医療機関ということで誘致を

行っております。 

 今後ですね、誘致に来ていただく先生がですね、

小児科を標榜したりとかすることがあれば、増える

可能性はあるかと思います。 

○金兵智則委員 増えてもらう分には増えてほしい

けれども、下げることはしないという目標設定だと

いうことなのだと思うのですけれども、新規開業の

方は５年間２施設ということで、予算特別委員会で

もありましたけれども、２施設をもう予定されてい

るという中で５年間の目標が２施設という、この設

定の仕方はクリアすることがわかっている数字を目

標にするというのは、どうなのかなというふうに思

うのですけれども、もう少し目標ですから高見を目

指さないのかなというふうに思うのですけれども、

そういう設定の仕方ではないのですか。 

○岩永企画総務部長 新規開業医の開設について

は、かなりハードルの高い目標だというふうに当初

理解をして、市民会議の中でも大丈夫かという心配

の声もあったような目標でありましたが、結果とし

て、２施設の誘致のめどがついたということですけ

れども、ここをまた３にするのか、４にするのかと

いう議論なると、市民会議に参加されていた医師会

の代表の先生からもそう簡単ではないよということ

も御意見としていただいていますので、これを増や

すという考えには至らないなというふうに思いま

す。 

○金兵智則委員 目標なので簡単ではないから、じ

ゃあ決まっている２設だけを目標にするというの

は、そもそも目標設定の仕方としてどうなのかなと

思うのですけれども、そもそも網走市の中で開業医

数があとこの２施設が増えれば事足りるんですか

ね。 

 もう何施設か必要だという話も、医師会の中には

そういう意見もあるとかないとかいう話を伺ったこ

とがあるんですけれども、その必要数をとりあえず

目標にするという考え方のほうが目標としてはいい

んじゃないですか。 

○岩永企画総務部長 第２期の戦略を策定する経過

の中で、何施設が必要なのか、それはどんな診療科

なのかといったことについても御意見がありました

けれども、その時点では、閉院をされる医療機関は

わかっていましたけれども、こちらに来ていただく

というところが全く見えていなかった状況です。 

 その中で少なくとも、内科医の確保といいます

か、この２医療機関は必要だという判断でしたの

で、こういう目標設定をしたということです。 

 さらに増やすべきだということであれば、その根

拠も必要ですから、そこのところについては、この

２期の策定の段階では議論に至っていないというこ

とです。 
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○金兵智則委員 背景はわかりましたけれども、最

初のときに１施設は開業しそうだと、来てくれる施

設のことも分からなかったのでという、２施設は必

要だったからということで２施設という設定だった

と。 

 でも、これを進めていく中で、２施設はもう開業

するということがもう見えてきたわけですし、そこ

はもうその先を進めていってもよかったのではない

かなというふうに思います。これが目標達成をした

から、もうやらないというわけではないのだとは思

います。予算もついているので、やっていくのだと

思いますけれども、目に見えてもうできてしまって

いる目標値という設定がちょっとどうにも、僕の中

で腑に落ちないという感じがあります。 

 あともう一つオリパラ…、ＫＰＩに設定されてい

たと思います。13ページにありました。 

 この東京オリパラホストタウン合宿参加人数、基

準値５人で目標値が５年間で５人、累計10人という

のは、いま一つ僕にはわからないのですけれども、

教えていただいてもいいですか。 

○北村幸彦企画調整課長 オリパラの合宿参加人数

につきまして、基準値については韓国の陸上選手と

いうことでございます。目標値につきましても、オ

リンピック、パラリンピックの開催にかかりまし

て、合宿に来ていただきたいという数であります。 

○金兵智則委員 基準値が韓国の陸上選手５人、東

京オリンピック・パラリンピックのホストタウン合

宿ですから、東京のオリンピック・パラリンピック

に出場される方に来ていただいてする合宿ですよ

ね。 

５年間で５人というのも東京オリンピック、１年

延期する方向みたいですけれども、2021年には終わ

ってしまう話なので2021年までの目標なのでしょう

けれども、そこに韓国の陸上以外にも一つ５人ぐら

いの競技の人たちに来ていただくというのが、累計

10人という目標なのですか。 

○北村幸彦企画調整課長 このＫＰＩにつきまして

は期間限定的なＫＰＩの設定ということもございま

すので、韓国のほかホストタウンとなっております

オーストラリアからも、何とか合宿に来ていただけ

ないかというような取組を行おうと考えているとこ

ろでございます。 

○金兵智則委員 交流人口、関係人口の拡大という

ことですので、この方々、韓国に加えてオーストラ

リアの方々が来てくれれば、網走に来ていただける

方が、また増えるということで、そういうイメージ

なのですよね、ＫＰＩって。 

○北村幸彦企画調整課長 オリンピック・パラリン

ピックの関係で一度合宿に来ていただいて、網走で

いろいろ合宿した中で、オリンピック・パラリンピ

ックが終わった後も網走に来ていただければいいか

なと思っております。 

○金兵智則委員 それは、合宿参加人数のほうに今

後は含まれるのですか。 

○北村幸彦企画調整課長 そのようなことから波及

してですね、合宿の参加人数も増えていただければ

いいかなと思っております。 

○金兵智則委員 それであるのなら何となくわかる

のですけれども、期間限定でここだけをまた抜き出

すのも、どうにもこうにも１年延期したとはいえ、

本当は2020年度、今年度で終わるはずだったものを

ＫＰＩで設定をするっていうのも、どうにも何かこ

こも、私自身が腑に落ちないというのもあって、も

っと何か大局的な合宿参加人数というのが上にある

ので、ここに最終的に結びつくのだということなん

だと思いますけれども、設定の仕方があれかなとい

う… 

○川田昌弘副市長 このオリパラの指定に基づく合

宿の人数というのは、オリパラに指定されたから合

宿が来るとは全く関係ない。 

 オリンピック・パラリンピックのホストタウンと

して私どもは、韓国の陸上選手、それからオースト

ラリアの７人制ラグビーだとか車椅子ラグビーだと

か、そういった方々を呼びたいという希望を持っ

て、ホストタウンの登録に手を挙げてなったという

ことで、そこから先実際に合宿が来るか来ないかと

いうのは、それぞれの市町村のアプローチだったり

する結果なんですよね。 

 ですから、登録イコール合宿が決まったわけでも

何でもなくて、たまたまその基準値のときには、韓

国の陸上競技の人たちが来ましたけれども、さら

に、実際に例えば延期になりましたけれども、今年

のオリンピックの直前合宿に、韓国の人たちが来

る、来ないというのは、まさしくホストタウンのア

プローチの仕方で決まってくるということで、そこ

はきっちりやっていきましょうという目標を立てた

ということです。 

○金兵智則委員 おっしゃっていることはわかりま

す。 

 ただ、５年間の計画の中に、１年で終わってしま
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うものを入れているのがどうなんだろうなという、

僕の感覚がそういう感覚だったのでお話をさせてい

ただいていて、それだったらその上の合宿参加人数

の中に含まれてはいないですよね。 

 オリパラとは切り離して、その後の波及効果はそ

ちらに含まれるのかもしれないですけれども、そこ

だけは多分抜き出しているっていう形になるのかな

と思うんですけれども、それで十分だったのではな

いかなというふうに思ったのでお話をさせていただ

いたということです。 

 とりあえず、終わります。 

○永本浩子委員長 それではほかに。 

○村椿敏彰委員 当初は案の中にはなくて、今回こ

の後ろに参考資料の体系図がついて、厚くなったと

思うんですけれども、この見方で赤い星印がついて

いる１番右側の所ですね、星ですよね。これは、新

しく目標設定したっていう部分を言っているのです

か。 

○北村幸彦企画調整課長 この星印につきまして

は、各ＫＰＩを達成するためのポイントとなる取組

ということで示しております。 

○村椿敏彰委員 はい、わかりました。 

 あともう一つですね。28ページと29ページの、28

ページでいうと、別に定めますって書いてあるとこ

ろですね、持続可能な公共交通、それから29ページ

の公共施設の面積の別に定めますというのは、何で

定めるのか伺います。 

○永本浩子委員長 村椿委員、ただいまの質問です

けれども、文教民生委員会の所管外になりますの

で、30日の総務経済のほうで。会派内で調整してい

ただければと思います。よろしいですか。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○平賀貴幸委員 37ページに総合戦略の全体図があ

りますけれども、これバルーンがそれぞれあってで

すね、丸が大きいものが多分重要なものになると、

色分けで目標のどれにあたるということなんですけ

れども、そういう考え方でよかったですか。 

 この丸の大きさが、重要性になるという形でよか

ったですか。 

○北村幸彦企画調整課長 委員がおっしゃるとお

り、大きさで重要度を示しております。 

○平賀貴幸委員 それで、ちょっと不思議に思うこ

とが何点かあるんですよ。 

 例えばですね、この表のど真ん中あたりに未来を

考える戦略センターがあって、その下に基幹相談支

援センターの運営とあるんですけれども、目標の５

のページのどこを見ても、１行たりとも基幹相談支

援センターの運営についての記載が全くないんです

よね。 

 それから、保育サービスの幼児教育の充実と左側

に大きなバルーンがあるんですけれども、これも目

標３の中に読み取れないんじゃないかなと思うんで

すけれども、整合性のとれない部分があるんじゃな

いかと思って、その辺どうでしょうか。 

○永本浩子委員長 暫時休憩いたします。 

午前11時37分休憩 

午前11時39分再開 

○永本浩子委員長 平賀委員の質疑に対する答弁か

ら。 

○北村幸彦企画調整課長 今、お話がありました基

幹相談支援センターの運営なんでございますけれど

も、35ページのですね、表の方にですね、想定され

る取り組みの欄で高齢者や障がい者が暮らしやすい

まちづくりの中の、星印がついたところに記載がご

ざいまして、そういう表示にしているところでござ

います。 

○平賀貴幸委員 わかりましたが、今回はこれで仕

方ないですけれども、今後この大きなバルーン自体

は、この基本目標の中の記載内にしっかりあって、

このイメージ図とこの内容はやっぱりリンクしてい

かないと、こちらの細かい方を見ないとわからない

とか、大きなバルーン、大きくて大事にしているも

のが、結局このＫＰＩにいろいろ出てくる、メイン

のＫＰＩとサブのＫＰＩに出てくるものが大事なの

かなというふうに思ってみんな見ると思うんですけ

れども、そことちょっとかみ合わない部分があると

思うんですよね。 

 今後のつくり方だと思いますけれども、しっかり

とそこがかみ合うような文章構成とＫＰＩの設定を

していかないといけないと思うのですけれども、ど

うでしょうか。 

○北村幸彦企画調整課長 今後ですね、いろいろ進

めていく中でですね、そういうところも整合性そろ

えるような形には努めていきたいと考えておりま

す。 

○永本浩子委員長 それではそのほか質疑ございま

すか。 

○近藤憲治委員 一つだけお伺いをさせていただき

ます。 

 基本目標５の部分に関連してですね。市民活動推
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進課の所管の部分になるかとは思いますが、小さな

拠点の強化ということで、単位町内会の地区連合町

内会加入数というものをＫＰＩと設定をされたよう

ですが、小さな拠点が強化されているかどうかをは

かる指標として、本来的には町内会の活動が活発に

なって、地域の困り事がきちんと集約できるように

なったり、みんなで支え合って解決に向けてのアク

ションが起きるようになったりする質的変化を見て

いくのが、本来の筋だと思うんですけれども、その

ＫＰＩは当然数値的なもので掲げなければいけない

からこういう考え方になったとは思うんですが、単

位町内会が地区連町に加入したから小さな拠点とし

ての機能が強化されたというふうに考えた理由を教

えていただいていいですか、お示しいただいていい

ですか。 

○永本浩子委員長 暫時休憩いたします。 

午前11時42分休憩 

午前11時44分再開 

○永本浩子委員長 それでは再開いたします。 

近藤委員の質疑に対する答弁から。 

○北村幸彦企画調整課長 すいません、委員のおっ

しゃるとおりですね、質の向上というのは大変適切

だと思うのですけれども、なかなかそれをはかる指

標というのが見つからない、難しいということで、

単位町内会の加入数ということで設定をしたところ

でございます。 

○近藤憲治委員 わかりました。 

○永本浩子委員長 それでは、そのほか質疑ござい

ますか。よろしいですか。 

 この件につきましては、この辺でよろしいでしょ

うか。 

 〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それではここで、理事者退席のため暫時休憩いた

します。 

午前11時45分休憩 

午前11時45分再開 

○永本浩子委員長 では再開いたします。 

 次に、新型コロナウイルスの感染拡大に係る対応

についてですが、委員の皆様も御存じのとおり、網

走市においても、感染拡大に影響はまだ続いている

状況です。 

 そのような中、第１回定例会での予算等審査特別

委員会の委員会報告では、市としても何らかの対策

が必要であることから、新年度の予算執行、事業推

進に当たっては、国や北海道の動向を注視しつつ、

市においても適時適切な対策を迅速かつ柔軟に実施

する必要があるとしたところです。 

 本日の委員会では、新型コロナウイルス対策につ

いて、各委員の皆様から御意見や御見解などをお示

しいただきたいと思います。 

 それでは、いかがでしょうか。 

○古田純也委員 まず学校が、卒業式もうまく短縮

のほうでやられたんですけれども、これからは入学

式、また始業式に向けての準備のほうですね、どの

ようにされているのかという部分。あとは、学校に

登校する際のマスク、それから消毒液ですかね、そ

ういう体制は万全なのかということ。登校に関して

はスクールバスの対応も考えていなきゃいけないと

いうこともありますし、学校面ではそういうのがち

ょっと私の中では懸念しているところです。 

○永本浩子委員長 ほかの皆さんは、いかがでしょ

うか。 

○村椿敏彰委員 この間インターネットというか、

ホームページで、網走市内では感染者はいませんと

いう表示はされているんですけれども、情報の出し

方がまだ遅いのかなという気がするんです。 

 これも市民の中から、網走はどうなっているんだ

ろうと、そういう不安の中でやっていると思うの

で、もっと情報を早く、そしてインターネットばか

りだけではなく広報も今回出しましたけれども、そ

れ以外にも例えば町内会を通じて、早めに配布する

とか、そういう方法がとれないかというのを出して

もらえればなと思っています。 

○永本浩子委員長 その情報というのは、感染者が

いないということだけではなくて… 

○村椿敏彰委員 例えば、出たときにどう対応して

いくのかとか、網走は対策本部を立てていますよ

ね。その対策本部では、どういうことを今検討して

いるのかとか、その辺があったほうがいいのかなと

思います。 

○永本浩子委員長 こちらも配布をされ、北海道の

ほうからも、そういったものが折り込み入りました

けれども、こういったことだけじゃなく、今対応し

ている内容等ということでよろしいですか。 

○村椿敏彰委員 要は、今網走では出ていないか

ら、あまりこう、そのような部分で終わっています

けれども、網走独自でどう対応していこうと考えて

いるのか、その辺は対策本部でぜひ考えてもらいた

いなと思っています。 

○永本浩子委員長 暫時休憩いたします。 
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午前11時49分休憩 

午後１時00分再開 

○永本浩子委員長 それでは再開いたします。 

 そのほかの方はいかがでしょうか。 

 一応村椿委員の発言は、先ほどのものでよろしか

ったですか。迅速な情報の伝え方を工夫していただ

きたいということで。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○金兵智則委員 先ほどの情報の話になるのかもし

れないんですけれども、まずスポーツ施設や、コミ

ュニティセンターですとか、市の公共施設の運営の

仕方と言えばいいのでしょうか、例えばコミュニテ

ィセンタなんかでいけば、子供たちには来ないでほ

しい方向性なんだと思うんですけれども、ただ行く

ところがないので来てしまうと。それは、各コミュ

ニティーセンターの運営委員会のほうで設定をし

て、基準を多分設けていると思うんですけれども、

そういう市の施設ですので市の統一的な考えが必要

なのかなと。 

 北見なんかは、コロナウイルスの患者さんが出て

しまったので、全部閉館ということになっています

けれども、網走なんかはコミュニティーセンターも

そうですけれども、プールなんかでも自粛を求めつ

つ開館をしていると。ただ自粛を求めているだけな

ので、来た人は断るわけでもなく、断るようなこと

もないみたいなんです。 

 体育館にしても、今学校が休校になってしまった

ので、例えばスポーツ少年団なんかもやっていない

と。ただ、今の状況が状況なのでやり始めた少年団

もあるけれども、まだやっていない少年団もあると

か、やったところはなぜ来ているんだみたいな形に

なりますし、やっていないところはいつから始める

んだみたいなことになっているんで、ある程度やっ

ぱり市の少年団云々ではなくて施設として、どうし

ていくかというのは、市の統一見解があってもいい

んじゃないかなと。そうしないと、やっぱり対応に

追われるほうが困っていくのかなというふうに思い

ます。 

 はい、とりあえず。 

○永本浩子委員長 わかりました。そのほかいかが

でしょうか。 

○平賀貴幸委員 何点かあるんですけれども、まず

妊婦さんについてですけれども、昨日も国会でやり

取りがあったんですけれども、高リスクなんですよ

ね。でも、高リスクということで周知されてないの

で、その数値をしっかりしなきゃいけないというの

はあると思います。 

 薬の服用ももちろんできないので、本当にリスク

が高いんですよね。胎児への影響もよくわからない

というもあるので、感染しないようにどうするのか

というのを考えなければいけない。 

 それをちゃんと周知するのと、それでも仕事をし

なければいけない人も実際いるわけで、そうすると

在宅勤務をどうやって適用するのかというのをやっ

ぱり考えていく必要があって、それはまずは市役所

の中からだと思いますし、民間企業に対してもそう

だと思うんですよね。そういった状態の中で、出勤

できないようになった方については、在宅勤務でき

れば所得は保障されますけれども、できなかったら

保証されないので、結局子供が学校休校で休まざる

を得なくなった保護者の補償をされていますよね。 

 それと同じような補償を市が独自にするのか、国

に求めてくるのか、そこをしっかりやらないといけ

ないんだと思うんですね。もちろん、医療機関にも

そこは対応をいろいろお願いしなきゃいけないと、

その辺まず妊婦さんに対して、今回も国から出てき

ているものの中ではほぼないし、市町村から出てい

るのも全くないので、そこは急いでやる必要がまず

あるんだと思います。 

 それから、学校がお休みになって家で御飯を食べ

るので、子供さんがいる所は皆そうだと思うのです

が、食費がどうしても高くなってくると思うんです

よね。その中には、当然生活保護の世帯もあったり

するので、そこをどこで線を引かせるかなんですよ

ね。紋別市さんは今日の新聞にも載っていたとお

り、食の形で支援をしましたけれども、ああやって

全体的にやるのか、それとも生活保護世帯だけはち

ょっと何か別の手だてで、そういったところを支え

るのか、多分水道料とかいろいろと高くなって大変

だと思うんですよね。その辺の配慮もしなければい

けないと思うんですよね。ここは市が独自でやりつ

つ、国に対策を求めるところなのかなと思うので、

そういったところも必要かなと思います。 

 そのほかにも、非正規の方々とかいろいろ大変な

んですけれども、なんせその職場の理解の問題がな

かなかまだあるのかなという気はするんですよね。

雇用調整助成金がうまく使えていないとか、うまく

理解していないところもあったりするようなので、

それで結局子供がいる世帯もそうですけれども、い
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ない世帯も含めて結構大変だったり、生活が厳しい

方々が、給料をもらえるかどうかはわからないけれ

ども、仕事がないから自宅で待機していて、どうし

ようということになっている方がかなりいらっしゃ

るので、雇用調整助成金のことさえちゃんと分かっ

ていれば、先に給料を払っておいて後から企業補填

してもらえればいい話なので、その辺ももっと積極

的に周知をかけていかないといけないと思うんです

よね。 

 指定管理者も予算委員会で指摘がいろいろありま

したけれども、雇用調整助成金を指定管理者として

使っていいのかどうかも、ちょっと実は迷っていた

りされるんですよね、話してみると。やはりそこは

使うべきだと思うんですよ。使っていって、お互い

の状態がおかしくならないようにする、雇用側と雇

われている側と経営側としなきゃいけないんですよ

ね。そこをしっかりと言っておかないとまずいのか

なと思います。 

 あとは学校ですけれども、まずガイドライン等見

ると、マスクが必須なのかなと思うので、そのマス

クを一体誰が確保をするのかなというところも、整

理しなければと思うんですけれども、家庭で確保し

ろといっても、こういった布製の使い捨てではない

マスクでいいのかとか、その辺も考えなければいけ

ないかもしれませんけれども、網走としてはどうす

るのかということを決めて、網走としての学校の再

開のガイドラインでやっぱりつくらないと。国がつ

くっても、一般の人たちは見られませんから。 

 網走市が、もし発生した場合どうするのかという

学校再開のガイドラインをちゃんとつくって、市民

にあるいは保護者に、先生たちに示していくという

事をしないで、４月６日を迎えるのは避けるべきだ

ろうなと思うんですよね。そこはもう早々につくっ

ておかないといけない。 

 さっきもありましたけれども、同じように施設を

開けたり閉めたりもどこでどうやって判断して、ど

ういう基準だから開けているのかとか、その辺もは

っきりさせないと、国がこうだからとか、三つの密

集を避けるみたいなことがあるからということをい

ろいろテレビでは入ってくるけれども、やっぱり自

治体としてその情報をしっかり市民に出していかな

いとわからないと思うんですよね。 

 テレビやラジオだけでは難しいし、もちろんイン

ターネットでも難しいので、やっぱりペーパーで配

っていくことも必要だと思うので、その辺の対応を

急いでやったほうがいいのかなというふうに思いま

す。 

 不安が広がっているのは間違いないと思うので。 

 あとは経済対策になるので、分野はちょっと違い

ますけれども、やっぱりその飲食店の人たちも大変

なんですけれども、さっき言ったように仕事がうま

く回らない関係で収入がなくて大変な人たちもいっ

ぱいいるので、社会福祉協議会がやっている貸付金

制度ですか、あれももっと周知をちゃんとして、最

悪の場合返さなくていいというようなことを言って

いる国会議員の方がいらっしゃるので、そういった

ことを書けるかどうかあれですけれども、周知も必

要でしょうし、それから商品券だとかその辺の考え

方も市が持つんであれば、一つは飲食店を支えるた

めの支援ももちろんそうでしょうけれども、暮らし

を支える分も必要なのかもしれないので、その辺の

状況を見ながら、形を考えなきゃいけないなと思う

ところです。 

 だいたいそんなところですね。 

○永本浩子委員長 あとはいかがでしょうか。 

○村椿敏彰委員 今、平賀委員も言っていた施設の

こととか、それからガイドラインのこともそうなん

ですけれども、コロナウイルスの対策本部会議が立

ち上がっているわけですから、そこがもっと機能

し、指示が出せるような、そういう体制をつくって

もらいたいなと思います。 

 まだまだ動きが遅いのではないのかなという感じ

がするので、そこをしっかりやってもらいたい。 

○永本浩子委員長 あとはいかがですか。 

○古田純也委員 収入面が下がるという部分では、

自営業者が加入されている国保また介護保険料なん

かの保険料の払い込みの猶予という部分も、少しは

っきりさせていたほうがいいのかなっていう部分も

ありますし、それから、消毒液が今市販されている

ものも恐らく限りがあったり、購入できないという

部分がありますので、中には殺菌作用の強いものを

独自に作り出すという機械もいろいろと販売されて

いるようなので、その辺を各施設に設置するという

ような、取組も必要じゃないのかなと思います。 

○永本浩子委員長 あとはいかがでしょうか。 

○平賀貴幸委員 言い忘れたんですけれども、保育

施設、特に保育所なんですけれども、万が一発生す

るとか、何らかの理由で保護者が仕事できなくなっ

た場合ですね、保育に欠けるという要件が外れるの

で保育所を使えなくなるということが考えられるん
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ですよね。それを今回は適用しないということも決

めておいて伝えておかないと、安心して休めないで

すよね。その辺も必要だと思います。 

 保護者が発症するとか子供がとか、何らかの原因

で保育所に通えなくなったという場合、１カ月間も

超えたりすると、保育に欠ける要件が外れるので、

保育所が使えなくなるとかあり得るので、そこを適

用しないということを決めておかないといけないと

思うんですよね。 

○永本浩子委員長 あとはどうでしょうか。 

○近藤憲治委員 一部重複する部分は割愛してお話

をさせていただきますけれども、今回のこの新型コ

ロナウイルス感染拡大とそれを受けての様々な影響

について会派としてアンケート調査を対面とウェブ

で行いました。 

 様々な回答をいただいたんですけれども、１番困

っているのは、物資であってマスクや消毒液が必要

なところになかなか手に入らないというのがまずあ

って、２番目が情報で、先ほど工藤委員や村椿委員

からもお話があったような正確な情報がリアルタイ

ムで得られているのかというのが、受け手としてな

かなか判然としないという御指摘をいただきまし

た。 

 第３位が飲食業ということで、これは総務経済の

分野なので、また別の機会に議論ということになる

かと思いますが、第４位がやはり教育分野での声で

ありました。 

 まずは、アンケートが２週間前に採った段階のも

のだったので、やはり学校休業中の教育できなかっ

た部分、勉強できなかった部分が新年度再開された

後にどういうふうにフォローされるのかという情報

がないということで、保護者の方が不安に感じてい

らっしゃいますし、また再開後にやりますと言って

も、学校現場や子供たちに、それが本当に受け入れ

られるのかどうかという懸念。 

 そういう部分では、ウェブでの授業の配信とかで

すね、その通常のカリキュラムを進行とは別立てで

やるような考え方も必要なのではないかという御指

摘をいただいております。 

 さらに部活動の部分ですね。昨日道教委が、学校

再開に向けての考え方を示して部活動についても、

対人で密着するような状態の練習は避けてください

とか細々と出してはいましたが、やはり網走ではど

ういうオペレーションで回していくべきなのかとい

う考え方、これは当然現場の声も聞かなければなり

ませんが、こういう考え方でやっていくっていうの

は必要かと思います。 

 あわせて、給食のオペレーションもあります。配

膳や席の配置や、それから衛生環境をどういうふう

に配慮していくのかという部分も、保護者の方は特

に心配されますので、考え方としてはこうだという

のも持っていくべきでしょう。 

 あわせて、高齢者福祉の分野でも、例えば高齢者

ふれあいの家ですとか、らくらく健康トレーニン

グ、老人クラブといった高齢者が集う場が軒並み今

止まっている状態なんですけれども、これをどのタ

イミングで、どういう考え方で再開していくのかと

いうのも、今からイメージをつくっていく必要があ

ります。 

 特に重篤化する世代でございますので、より慎重

な対応が必要ですが、なかなかマスクが買えないと

いうお声も多数ありますので、お年寄りの皆さんが

御自身の安全を確保しながら、少しずつ日常を取り

戻していくには、どうしていくのかっていうのもイ

メージをしていく必要があると考えております。こ

れは消毒もあわせてです。 

 それから社会教育の分野につきまして、各種施設

を開けているんだけれども、感染予防対策をこうや

るんだとか発生時にはどうするんだというような部

分をきちんと外向けにも示していくという部分につ

きましては、他の委員の方からも指摘があったの

で、私どもにもそういう声をいただいております。 

 あわせて、各施設へのイベントも止まっているん

ですけれども、これもどのタイミングからどういう

考え方で、例えばその小人数で、野外で行うような

ものがいいのかとかですね、それぞれの考え方があ

るかと思いますので、イベントをこれから少しずつ

再開していくにはどういう考え方で臨んでいくのか

というのも、準備していく必要があるかと思いま

す。 

 あと健康推進課の所管で言いますと、健診、予防

接種、健康相談も止まっていますので、これもどの

タイミングでどういうふうに、平賀委員からは妊婦

さんの感染予防の周知という御指摘もありましたけ

れども、そういった部分も含めてやっていく必要が

あると思います。 

 以上でございます。 

○永本浩子委員長 そのほか皆さん大丈夫ですか。 

○工藤英治委員 今、皆さん言ったように、マスク

の問題、消毒の問題、３密の問題とかいろいろある
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と思います。 

 その中で、学校を開くには学校を開くなりの最低

限の対応をしながら、学校の開学、保育所、その他

全てあると思うんですよ。そしてなおかつ、万が一

の場合のマニュアルも恐らく設定しながら行動して

いると思うんですよ。 

 どれと、どれというのが明示されていないけれど

も、数多くあると思うんですよ。その中で第１、第

２、第３という順序をつけながら責任を持って、市

として対応していくはずと思っているというか、そ

の全部を止めるとかそういう形もくるかもしれませ

ん。少なくても今の段階はこうだという形で、４月

に動き始めるものだと思います。 

 それからお金の問題ですけれども、今までの僕ら

の経験からいくと、古い時代には無担保無保証とい

うのは…、言っていいのかどうか、ほとんど返さな

くてもいいと言うと変だけれども、返さなくても大

丈夫なんです。無担保無保証、そのかわりにその次

に制度資金を借りようとしたときは、絶対にアウト

なんです。それだけなんです。 

 今までの開拓農協時代の負債や何かは、みんなそ

うなんです。無担保無保証ということは、誰にも迷

惑がかからないから。これは民間の銀行じゃなく政

府の制度資金から出てるものですから、無担保無保

証というのは。だから、それはあるんですけれど

も、今までの経験からいうとそういうことが多いで

すよっていう、それだけです。 

○永本浩子委員長 あとはいかがですか。 

○平賀貴幸委員 東京農大とかに通っている学生さ

んもそうですし、それから網走に籍があって、網走

出身でいろんな外の学校に通っている生徒さんもい

らっしゃると思うんですけれども、状況によっては

事業者もそうですけれども、収入がなくなっている

んですよね。学校の学費が払えないだとか、アルバ

イトもできないから生活の維持ができないとか、そ

の辺も出てきているんですよね。 

 その辺も何らかの支援をまず実際にしておかない

と、学校もこの状況で辞めざるを得なくなって、泣

く泣く辞めるなんていうことが出てきかねないとい

うぐらいの状況なっているので、その辺の配慮も必

要だと思います。 

○永本浩子委員長 あとはどうでしょうか。 

 様々な角度から皆さんから御意見いただきました

ので、ただいまの皆さんからいただいた御意見、ま

た御見解については、正副でまとめさせていただい

た上で、議長のほうに報告するということでよろし

いでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、そのように取り扱わせていただきま

す。 

 

○永本浩子委員長 では次に移ります。 

 学校給食の在り方についてでございます。 

 現状認識については、去る２月５日の所管事務調

査で御承知済みのことと思いますが、本日の委員会

ではそのことを踏まえまして、現段階での皆様の御

意見、御見解をお示しいただきたいと思います。 

 では皆さんどうでしょうか。 

○古田純也委員 まず民間委託を導入する際に、い

ろいろ懸念が生じると思うんですけれども、他の地

区で、そういう問題点というのはどのように改善さ

れてきているのかを勉強するというか… 

○永本浩子委員長 他の自治体のやり方も、勉強し

ている調査するという… 

○古田純也委員 具体的に言うと、質の安全性だと

かアレルギー対応又は給食費とか。一番網走でもそ

うですけれども、人手不足の解消なんかはどうされ

ているのかということ。 

 それから、民間委託でやはり一番心配されるの

は、急な撤退で何か起きた場合の対応策というの

は、どう設定されているのかというところです。 

○永本浩子委員長 他の自治体の状況を、委員会と

して調べていってはどうかということで。 

ほかにはどうでしょうか。 

○村椿敏彰委員 民間委託をするかどうかというよ

りも、今まで市教委が、給食調理員が辞めていって

いるというところをどういうふうに対応してきた

か。この間も聞いておりますけれども、もう少し細

かく確認すべきだと思います。 

 給食調理員の生の声が、どういう声があるのかも

確認していきたいですし、平成27年から５年間９

人、10人に辞めていくわけですから、かなりの情報

というのはあると思いますし、それに対して市教委

がどういう対応をしてきたのか、そこをもう１回確

認していく必要はあるかと思います。そこを改善し

ていけば、今の状態でも委託しなくても持続可能に

なるのではないのかなと思うので、そこも探ってい

けたらなと。 

 あわせて、委託したらどうなるのかというのが、

具体的な部分はまだまだ見えていないですよね。 
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網走市が委託するとしたら、どういう市町村の部分

をイメージしてやろうとしているのか。計画はある

と思うので、そこをはっきりさせたいなと思いま

す。 

 以上です。 

○永本浩子委員長 ほかにいかがでしょうか。 

○金兵智則委員 学校給食の在り方についてという

よりは、そもそものところで、結局この委員会で今

皆さんから意見を出し合って、どうしていくんです

か。 

○永本浩子委員長 皆さんと協議の上で、例えば先

ほど古田委員のほうからは、他の自治体のそういっ

たところも調査をしたいとか、村椿委員のほうから

も調理員さんの生の声を聞きたいとかっていうとこ

ろを、委員会独自として調査を進めていくのかどう

か、また教育委員会のほうに、今回出た皆さんの意

見なり考え方をきちんとまとめてお伝えしていくと

か、やり方は皆さんと相談しながらという形になる

かと思いますけれども。 

○金兵智則委員 種々課題はあるんだと思います。 

 ２月５日でしたか、前回委員会をやったときにも

あれだけ時間をかけていろいろ議論をしたのであれ

なんですけれども、他市町村なり、生の声なりとい

うのは、できるところからやっていけばいいと思う

んですけれども、あと気になるのが２月５日から今

までの間で、教育委員会がコロナの関係もあって何

も動いていないと思うのですが、今後どうしていく

考えなのかどうしたいのかというところも見えてこ

ないと、そこの時点で課題だったことは今のところ

まだ課題のままなので、それに加えて何かを調査し

ていくのはそれでいいと思うんですけれども、何も

あの時点から変わってない状況なのかなと僕は思い

ますので、あの時で課題だったものについては、今

のところ何ら解決というか進んでいないという状況

なので、その辺何かがあるのであれば、それをお示

しいただくようなことがなければいけないんじゃな

いのかなと私自身は思います。 

○永本浩子委員長 現実は一応、教育委員会のほう

にも確認したところ、おっしゃるとおりコロナウイ

ルスの件で、説明会が全くあの後行われていないと

いうのが現実なので、その先に進んではないという

ところだと思いますけれども。 

○金兵智則委員 はい、それを僕も多分そうなんだ

ろうと思いますけれども、ではコロナウイルスの件

が明けて説明会を行われれば、それでいいことなの

かどうなのか。 

 だからどう考えているのか、できなくなって今後

こうしていくつもりだったんだよということについ

ては、検討されていると思うので、そういった部分

に関してでもお示しいただく必要があると僕は思い

ます。 

○永本浩子委員長 その後の検討内容をきちんと示

してもらいたいと。 

あとはいかがですか。 

○平賀貴幸委員 まず、金兵委員の話でもあったよ

うに、今現状として進められてないわけですよね。 

 保護者の皆さんがいろいろ懸念されていることの

一つに、やっぱりスケジュールがもうありきで、前

倒しで決められてしまうのではないかということが

あると思うんですよ。私はどう考えても、新型コロ

ナウイルスの関係で、６月の議会で上程するとか、

その前で上程するというのは不可能だと思うんで

す。そこはそんなに早くやれないということを、は

っきりと行政として示してですね、じっくりと保護

者の意見も聞いて議会で議論するということをまず

姿勢を示すべきだと思うんです、ちゃんと。 

 それで、不安を払拭した状態でちゃんと意見交換

をして、よりよい形をつくっていくっていうことを

行政として示すのがまず最初。そこから始めない

と、この議論は多分うまくいかないと思います。 

 その上で、行政としてやらなければいけないこと

は、コスト比較をちゃんと示すことだと思うんです

よね。二つあるんですよね、委託した場合と今の現

状でやった場合のランニングコストの比較。これを

しなきゃいけないですよ。 

 もう一つは、改修を今のままでやるんだったら、

それぞれで改修しなきゃいけないでまとめるなら、

まとめて改修しなきゃいけない。そのときの改修コ

ストと同じくランニングコストの比較。それをした

ときに、客観的に見て民間委託でやるべきなのか、

それとも行政が本当は続けていってよいのか、初め

て本当はわかるんですよね。 

 それが示されない状態の中で議論をすると、残念

な議論にしか私はならないと思うので、しっかりそ

ういったものを示した上で、どうなんだということ

を判断するということも大事だと思うんですよ。も

ちろん、ほかの自治体との比較も大事ですけれど

も、網走としてコスト面もそうだし、継続性もそう

だし、こうだからこうなんだっていうところをちゃ

んと説明し切れない状態で進めていくのはよくない
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と思うので、そこをまずやらなきゃいけないと、こ

れは基本的に絶対にやらなきゃいけないことだと思

います。 

 その上で細かい点というのは、まず栄養教諭さん

が、いろいろ指示をして中間検査をして最終検査を

やっていくっていうふうになると思うんですよね、

学校のほうで。そうすると、今までは調理業務とか

調理現場に入れたので、それを直接やれたのができ

なくなるわけです。そうすると、指示文書みたいな

ものだとか、何らかの文書を詳細に作って渡してい

かないといけないですよ。そうすると、教育委員会

のほうの答弁だと状況を維持されると言っているん

だけれども、明らかに栄養教諭さんの業務量は増え

るわけです。それで果たしてちゃんとやれるのかっ

てことは、もうちょっとちゃんと議論しなきゃいけ

ないし、確認しなきゃいけないですね。 

 それから例えば、合成石けんをやめて石けんに変

えようとか、環境ホルモンがあるから食器を改善し

ようとか、遺伝子組み換えを使わないようにしよう

とか、いろいろ教育的な配慮を直営の事業だとやり

ながら進んでいるわけですね。 

 今度、もしこれを委託した場合、残食を残さない

ようにするために取り組むとかも、全部教育的配慮

だと思うんですけれども、一体誰が責任と権限を持

って教育的配慮をやるのかと。民間業者はそれをや

れるわけがないので、一体誰が責任と権限を持って

やるかというところは、はっきりしていないところ

だと思うんですよね。その辺をはっきりさせる必要

がまずあると思います。 

 それから、実際に委託することに例えばなったと

したときに、人手の確保が難しいから今までの調理

方法だとできないから、外から買ってきたものでや

らせてほしいとか、作業負担が大きいからこういう

献立はできない、今まではできてもできなくなると

か、あるいは調理する種類を今まで３種類あったの

を２種類、１種類に減らしてほしいとか、麺類は小

分けじゃないと難しいからとかそういう話があった

ときに、果たしてそれをどうやってさばいていくの

かというところも、よく分からない部分だと思うん

ですよね。 

 そのまま維持されるという答弁なんだけれども、

いろいろ条件がついてきて今までと変わらないよう

な給食をするというふうになったときに、民間の人

手で果たして同じことができるのかっていうところ

も、しっかり精査しなきゃいけないんですよね。 

 最初はできても、やっぱりできないとなったとき

に、今までは現場をよくわかっている栄養教諭さん

が、そこで現場の調理員さんと話をして、そうは言

ってもやってくださいという話ができたりするけれ

ども、今度は現場がわからない教育委員会と、現場

を実際にやっている民間業者との話になるわけです

よ。 

 これ総体的に、現場の人たちの意見のほうが強く

なるというのは当たり前の話で、それをどこまで譲

るのか譲らないのか、どういうルールでやるのかと

いうことをどう定めるのかということもちゃんとし

なきゃいけないですよね。 

 そこも現状ではわからない点なので、そういった

ところを明らかにしなきゃいけないし、最終的に民

間委託をやった後の検証をどうやるんだろうという

ところも現状ではわからない話なので、その辺もし

っかりやらなきゃいけないと思うんですよね。 

 いずれにしろ、保護者の皆さんの納得があって初

めてこれはできると思うし、実際に給食を食べる子

供たちがこれならいいなと思って初めてできると私

は思っているので、そこをどうやってつくり出すの

かということは、教育委員会ももちろんやらなきゃ

いけないけれども、議会の場でもやるならやるとい

うことで、そこはやんなきゃいけないのかなと思う

ところです。だいたいそんなところです。 

○永本浩子委員長 今の平賀委員の発言に関してな

んですけれども、正副委員長で既に民間委託してい

るところを少し調査させていただいた段階では、小

清水町が頼んでいる民間委託の会社が、人手の確保

はもちろん大丈夫という… 

○平賀貴幸委員 人手の確保をどうこうと言ってい

るわけではないのです。 

 確保ができても、同じやり方が物理的にできない

と言われたときにどうするのという話で。そこはそ

うは言っても、やってもらわなきゃいけないという

ことで、突っぱねられるようなちゃんとした要件を

つくれるのかそうではないのか。さっき言ったよう

に、どうしても現場の意見の方が強くなるんです

よ。現場のこと知らない人たちが、机上でこうしな

きゃいけないと言っている話よりも、実際現場でこ

うだというのが強くなったときに、今までと違うや

り方をよいやり方だからやるのはいいのだけれど

も、今までよりよくないやり方になるのに仕方がな

いという事で、押し切られないようにするにはどう

するのかという仕組みもつくっておかないといけな
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いので、人を確保できる、できないの話ではないと

そこは思うんですよね。 

○永本浩子委員長 ほかに。 

○工藤英治委員 この何年間、それからこの先もで

すが、網走の人口、毎年500人からの減少です。10

年後5,000人減ります。間違いなくと言っていいほ

ど、1000人減ることによって交付金が5,000万円少

なくなります。 

 10年後、5,000人減ったら２億5,000万円、当然激

減緩和策もありますけれども、財政が縮小していく

のが当然です。そして、平成24年からこっち100人

以上の減少、自然減、生まれる人、亡くなっている

人、そして平成30年度も200人、そして平成31年

度、令和元年では181人しか生まれていないんです

よ。 

 例えば、35人学級にしても５クラス、６クラスで

すか。呼人のことと全体のことと、ごっちゃにして

しまう可能性あるんですけれども、呼人も５年後、

４年後、丸４年、2024年、14人なんですよね。そう

すると、本当に先生の適正配置等を考えながら、財

政等を考えながら、子供の教育環境を考えながら、

公平公正な教育を受けられていくのかを考えると、

いつまで本当に単独校で残していけるのか、地域住

民がどのように考えているのか、ずっといくとして

も網走市内の全部の子供が５クラス、６クラスでい

くときも、今の13校体制、13校だったかちょっと数

字、ごめんなさい。それを維持していくのかの問題

まで考えないと。 

それから給食問題ただ一つをとるにしても、やは

り行財政改革の基本は、民間でできるものは民間、

これは避けては通れない問題だと思っているんです

よ。だからその辺を鑑みながら、地域住民といろい

ろお話し合いしていただきたいと思います。 

○永本浩子委員長 それでは、ほかにいかがです

か。 

○近藤憲治委員 前回の所管事務調査で理事者の説

明を受けてから、改めて文教民生委員会として今後

どうするのかということで、今回開かれているとい

うふうに受け止めておりますが、今の学校給食提供

体制に課題があって、今回の話が始まっているとい

うふうに受け止めています。 

 ただ、その課題の何が根っこなのかと、あとはど

う解決していくのかという部分の堀り下げがまだ必

要なのかなというのがまず１点であります。 

 あわせて、今、工藤委員がお話しされたように人

口減少で児童生徒数が減っていく中で、どうやって

持続可能な給食、そしてまた網走の今までよかった

面を、どういうふうに未来につないでいくのかとい

うその目指すべき給食の在り方、やはり今ある課題

等、目指すべき給食の在り方も掘り下げは、我々の

場でも必要かなというふうに思っております。 

 あわせて平賀委員が、コストの比較の中から政策

選択のプロセスを明らかにすべきだという御指摘さ

れたと思うんですけれども、私もそれに近い認識を

持っていまして、今の状態というのは直営分散方式

だと思うんですけれども、これは例えば直営集約方

式になったらどうなるのだろうかとかですね、つま

り１カ所でやるとしたら、または民間委託分散方式

にしたらどうなるのだろうか。民間委託完全集約方

式にしたらどうなるのだろうか。または、それ以外

の道がありうるのかということですね。 

 ちょっと広めの視野に立った政策選択をしていく

必要もあるのかなというふうに思っております。 

 ここは、私どもの調査もしていきたいところです

し、どこかのタイミングで教育委員会側の見解をお

伺いするというような機会もあればなと思っており

ます。 

 今回、一部民間委託するにあたっての御懸念は多

くの保護者の方、市民の方からいただいております

ので、先ほど古田委員がお話をさせていただいたよ

うに、様々な懸念というのが実際にどこまでが真実

で、どのように解決されているのか。または、解決

されない可能性もあるかというのも、一つ一つ明ら

かにしていくという作業が必要かなというふうに思

っております。 

 事業全体の理事者の進め方、いわゆるスケジュー

ル感なんですけれども、どのタイミングでどの議案

を出すのかという、上程の権限についてはあくまで

も理事者の権限ですから、そこについて本議会で出

すべきだとか、次の議会で出すべきだというのは

我々が言う立場にないというふうに思っています。 

 ただ、この学校給食の在り方という全体図に関し

ては、一度関連する保護者の方々にも、そしてま

た、委員会として私どもにも示されていますので、

給食をどうしていくのかという全体のスケジュール

感を今回コロナの関係もありますから、明らかにし

ていくというのは大事だと思います。 

 以上です。 

○永本浩子委員長 皆さんのほうから様々な御意見

を出していただきましたけれども、一応、今後の持
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っていき方も含めまして、今回の皆様の御意見を正

副委員長で一旦整理させていただいて、理事者から

お話を伺う時期とか、調査するならするということ

でどういった形でやっていこうかいうことを、一度

整理させていただいた上でまた御相談させていただ

きたいと思いますけれども、そのような形でよろし

いでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 では、そのように取り扱わせていただきますので

よろしくお願いいたします。 

 各委員から何かほかにございませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

 それではほかになければ、以上で文教民生委員会

を終了いたします。 

 お疲れさまでございます。 

             午後１時41分閉会 


